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国
際
原
子
力
機
関
（
以
後
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
職
員
六
名
と
八
名
の
専
門
家
（
米
国
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
、
中
国
、
韓

国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）
が
、
二
月
十
四
日
か
ら
十
八
日
に
か
け
て
訪
日
し
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
（
以
後
、
一
Ｆ
）
に
お
け
る
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
。 

 

昨
年
十
二
月
中
旬
に
訪
日
予
定
だ
っ
た
が
、
政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
感
染
拡
大
対
策
で
、
外
国

人
の
入
国
を
原
則
停
止
し
て
い
た
た
め
、
延
期
さ
れ
た
後
に
実
現
し
た
。
外
国
人
の
入
国
原
則
停
止
は
未
だ
続
い
て
い
る
が
、

ど
の
よ
う
に
し
て
訪
日
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
を
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
に
尋
ね
た
。 

 

す
る
と
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
原
子
力
発
電
所
事
故
収
束
対
応
室
は
、
「
水
際
対
策
の
特
例
で
、
厳
格
な
防
疫
措
置
を
と
っ

て
行
っ
た
。
一
行
は
、
入
国
前
に
検
査
を
受
け
、
入
国
後
は
待
機
期
間
な
し
で
、
空
港
、
宿
泊
施
設
、
経
済
産
業
省
、
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
を
訪
れ
た
が
、
公
共
交
通
機
関
を
使
わ
ず
、
外
に
出
ず
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
毎
朝
受
け
て
陰
性
を
確
認
し
た
」

旨
を
回
答
し
た
。 

 

一
方
、
一
Ｆ
事
故
の
避
難
者
調
査
を
行
う
国
際
連
合
の
国
内
避
難
民
特
別
報
告
者
セ
シ
リ
ア
・
ヒ
メ
ネ
ス
・
ダ
マ
リ
ー
氏
は

二
〇
一
八
年
か
ら
三
回
、
訪
日
を
求
め
て
い
る
が
、
実
現
し
て
い
な
い
。 



 

２ 

 

 
し
か
し
、
二
〇
二
一
年
十
二
月
十
日
参
議
院
本
会
議
で
青
木
愛
参
議
院
議
員
に
こ
の
問
題
を
問
わ
れ
、
岸
田
総
理
は
、
「
ダ

マ
リ
ー
国
内
避
難
民
特
別
報
告
者
の
訪
日
受
入
れ
に
つ
い
て
（
略
）
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
状
況
も
み
つ

つ
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
、
検
討
を
行
っ
て
い
る
」
と
前
向
き
に
答
弁
を
行
っ
た
。 

 

そ
こ
で
質
問
す
る
。 

一 

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
一
行
の
訪
日
に
あ
た
っ
て
は
、
経
産
省
が
、
外
務
省
領
事
局
政
策
課
と
厚
生
労
働
省
と
の
間
で
協
議
・
調
整
を

行
っ
た
と
聞
く
が
、
国
連
の
国
内
避
難
民
特
別
報
告
者
の
訪
日
に
つ
い
て
も
外
務
省
領
事
局
政
策
課
と
厚
労
省
は
共
に
検
討

を
行
っ
て
い
る
の
か
。 

二 

ダ
マ
リ
ー
氏
の
特
別
報
告
者
と
し
て
の
任
期
は
今
年
十
月
ま
で
で
あ
り
、
報
告
書
準
備
の
た
め
に
は
三
月
中
に
訪
日
調
査

を
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
、
人
権
団
体
か
ら
も
度
々
、
訪
日
調
査
の
要
請
受
入
れ
の
日
程
確
定
が
要
望
さ
れ
て
い
る
が
、

検
討
結
果
は
い
つ
出
る
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


